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太陽の広場

平
成
十
九
年
十
二
月
定
例
会
は
、
十
二

月
五
日
に
開
会
さ
れ
、
十
六
日
間
の
会
期

で
十
二
月
二
十
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

一
般
質
問
の
ほ
か
、
審
議
さ
れ
た
市
長

提
出
議
案
は
、
補
正
予
算
及
び
条
例
改
正

な
ど
あ
わ
せ
て
十
八
件
で
し
た
。

審
議
の
結
果
、
全
議
案
と
も
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
議
員
提
出
議
案
は
、
意
見
書
案

四
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
が
、
意
見
書
案

三
件
が
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
任
期
満
了
に
伴
う
選
挙
管

理
委
員
会
委
員
及
び
補
充
員
を
選
出
し
ま

し
た
。

市市議議会会だだよよりり

なかまなかま

次の定例会は、３月５日
から開催されます。
議員の一般質問は、３月
６日の冒頭から行います。
委員会の一般傍聴も行って
います。

市市議議会会でではは皆皆ささままのの市市議議会会でではは皆皆ささままのの
傍傍聴聴ををおお待待ちちししてて傍傍聴聴ををおお待待ちちししてて
いいまますすいいまますす。。。。

○本会議・委員会の日程は、
中間市のホームページに
掲載します。
http://www.city.nakama.fukuoka.jp/
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一
般
会
計

歳
入
で
は
、
国
・
県
補
助
金

八
千
九
百
九
十
万
円
、
市
債
二

千
九
百
八
十
万
円
を
増
額
し
、

繰
越
金
八
百
六
十
万
円
を
減
額

し
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
各
特
別
会
計
に

対
す
る
繰
出
金
千
五
百
二
十
万

円
、
消
防
団
員
の
災
害
出
動
に

伴
う
報
酬
八
十
万
円
が
増
額
さ

れ
て
い
ま
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計

歳
入
で
は
、
安
全
・
安
心
な

学
校
づ
く
り
交
付
金
七
百
万
円

が
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
私
立
幼
稚
園
就

園
奨
励
費
補
助
金
七
百
万
円
が

減
額
さ
れ
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー

ル
修
繕
負
担
金
五
百
万
円
が
増

額
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計

歳
入
で
は
、
民
生
費
国
庫
負

担
金
三
千
七
十
万
円
、
民
生
費

県
負
担
金
八
百
五
十
万
円
が
増

額
さ
れ
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
乳
幼
児
医
療
費

千
百
万
円
、
母
子
家
庭
等
医
療

費
七
百
三
十
万
円
、
母
子
家
庭

の
自
立
促
進
の
た
め
の
高
等
技

能
訓
練
給
付
費
二
百
二
十
万
円

が
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

特
別
会
計
国
民
健
康
保
険
事
業

歳
出
で
は
、
保
険
給
付
費
一

億
千
七
百
三
十
万
円
が
増
額
さ

れ
、
老
人
保
健
拠
出
金
六
千
九

十
万
円
及
び
介
護
納
付
金
千
四

百
八
十
万
円
が
減
額
さ
れ
て
い

ま
す
。

歳
入
で
は
、
国
庫
支
出
金
九

百
六
十
万
円
、
県
支
出
金
三
百

三
十
万
円
及
び
諸
収
入
二
千
八

百
五
十
万
円
が
増
額
さ
れ
て
い

ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

保
険
事
業
勘
定
の
歳
出
で

は
、
嘱
託
職
員
人
件
費
百
六
十

万
円
が
増
額
さ
れ
、
職
員
人
件

費
百
七
十
万
円
が
減
額
さ
れ
て

い
ま
す
。

歳
入
で
は
、
交
付
金
等
百
十

万
円
が
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
の

歳
出
で
は
、
人
件
費
の
増
額
及

び
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
委
託
料
の

減
額
に
伴
い
、
五
十
万
円
が
減

額
さ
れ
て
い
ま
す
。

歳
入
で
は
、
居
宅
支
援
サ
ー

ビ
ス
計
画
費
収
入
九
十
万
円
が

減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

各
常
任
委
員
会
で
は
、
十
二
月
定
例
会
で

付
託
さ
れ
た
補
正
予
算
・
条
例
改
正
な
ど

十
三
議
案
に
つ
い
て
審
査
し
ま
し
た
。

審
査
の
内
容
（
要
旨
）
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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総
務
委
員
会

平
成
十
九
年
度

補補
正正
予予
算算

常常常常
任任任任
委委委委
員員員員
会会会会

審
査
か
ら

の

◎
割
賦
販
売
法
の
抜
本
的
改
正
を
求
め
る
意
見
書

◎
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意
見
書

◎
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

◎
「
沖
縄
戦
」
を
め
ぐ
る
教
科
書
検
定
に
関
す
る
意
見
書

◎
教
科
書
検
定
に
関
す
る
意
見
書

◎
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
中
止
を
求
め
る
意
見
書

◎
「
非
核
日
本
宣
言
」
を
求
め
る
意
見
書

◎
中
間
市
特
別
職
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
中
間
市

一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

《
　
継
　
続
　
審
　
査
　
》

◎
中
間
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
に

関
す
る
条
例 可可

決決

しし

たた

もも

のの

議
員
提
出
議
案

可可
決決
しし
たた
おお
もも
なな
もも
のの

市
長
提
出
議
案

否否

決決

しし

たた

もも

のの

市
民
文
教
委
員
会

保
健
福
祉
委
員
会
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一
般
会
計

歳
入
で
は
、
地
方
道
路
整
備

臨
時
交
付
金
三
千
八
十
万
円
が

増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

等
の
設
置
費
用
四
百
四
十
万

円
、
側
溝
の
整
備
や
路
面
清
掃

及
び
街
路
樹
の
剪
定
な
ど
の
費

用
八
百
万
円
、
道
路
改
良
工
事

の
用
地
購
入
費
等
五
千
四
百
万

円
が
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

歳
入
で
は
、
下
水
道
受
益
者

負
担
金
三
千
百
五
十
万
円
、
下

水
道
使
用
料
二
千
九
百
九
十
万

円
が
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
流
域
下
水
道
処

理
負
担
金
一
千
七
百
二
十
万
円

が
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

中
間
市
一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

現
在
支
給
し
て
い
る
地
域
手

当
を
国
家
公
務
員
に
適
用
さ
れ

る
「
一
般
職
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
」
に
準
拠
し
て
支
給

す
る
よ
う
改
め
る
も
の
で
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

中
間
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未

満
の
人
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で

年
額
十
八
万
円
以
上
の
老
齢
ま

た
は
退
職
、
障
害
若
し
く
は
死

亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
等

を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
で
あ

る
世
帯
主
か
ら
国
民
健
康
保
険

税
を
当
該
年
金
の
支
給
期
ご
と

に
特
別
徴
収
す
る
も
の
で
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て

市
民
会
館
、
体
育
文
化
セ
ン

タ
ー
、
武
道
場
、
弓
道
場
、
幼

児
用
プ
ー
ル
、
市
営
野
球
場
、

庭
球
場
、
遠
賀
川
河
川
敷
市
民

グ
ラ
ン
ド
、
市
民
図
書
館
及
び

歴
史
民
俗
資
料
館
の
平
成
二
十

年
四
月
か
ら
の
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
も
の
で
す
。

財
団
法
人
中
間
市
文
化
振
興

財
団
が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

中
間
市
特
別
職
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

中
間
市
高
齢
者
総
合
保
健
福

祉
計
画
作
成
検
討
委
員
会
の
委

員
を
特
別
職
の
職
員
に
加
え
る

も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

中
間
市
乳
幼
児
医
療
費
の
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
、
入
院
外
乳
幼
児
医
療
費
助

成
の
対
象
年
齢
を「
五
歳
未
満
」

か
ら
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
就
学
前
ま
で
」
に
引
き
上
げ

る
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て

松
ヶ
岡
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
の
平
成
二
十
年
四
月
か
ら

の
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
も

の
で
す
。

株
式
会
社
西
日
本
医
療
福
祉

総
合
セ
ン
タ
ー
が
選
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て

太
陽
の
広
場
の
平
成
二
十
年

四
月
か
ら
の
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
も
の
で
す
。

中
間
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

認
定
す
る
市
道
は
、
中
鶴
七

十
四
号
線
と
下
蓮
花
寺
十
九
号

線
の
二
路
線
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

変
更
す
る
市
道
は
、
松
ヶ
岡

団
地
十
一
号
線
、
二
タ
股
・
東

中
牟
田
線
及
び
西
五
反
田
・
西

七
町
田
線
の
三
路
線
で
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

条条
例例そそ

のの
他他

総
務
委
員
会

保
健
福
祉
委
員
会

市
民
文
教
委
員
会

建
設
上
下
水
道
委
員
会

人人
事事
紹紹
介介

建
設
上
下
水
道
委
員
会

十
二
月
定
例
会
で
、
任

期
満
了
に
伴
う
選
挙
管
理

委
員
会
委
員
及
び
補
充
員

を
選
出
し
ま
し
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

岡
　
部
　
幸
　
典

平
　
田
　
陽
　
子

瓜
　
生
　
修
　
一

井
　
上
　
俊
　
子

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
補
充
員

日
野
山
　
孝
太
郎

野
　
　
　
幸
　
市

池
　
田
　
久
　
紀

松
　
本
　
充
　
子

市
議
会
の
虚
礼
廃
止
に
ご
理
解
を
!!

公公
職職
選選
挙挙
法法
でで
はは
、、
次次
のの
よよ
うう
なな
ここ
とと
がが
禁禁
止止
ささ
れれ
てて
いい
まま
すす
。。

○
議
員
や
後
援
会
が
寄
附
を
し
た
り
有
料
の
あ
い
さ
つ
広
告
を
出
す
こ
と

○
議
員
や
後
援
会
が
お
中
元
や
お
歳
暮
を
す
る
こ
と

○
議
員
が
暑
中
見
舞
い
や
年
賀
状
な
ど
の
あ
い
さ
つ
状
を
出
す
こ
と

（
自
筆
の
答
礼
は
除
く
）

○
市
民
や
団
体
が
議
員
に
寄
附
な
ど
を
求
め
る
こ
と

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。
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原
田
隆
博
議
員

①
産
業
振
興
は
市
の
活
性
化
に

必
要
不
可
欠
と
思
う
。
ま
た
企

業
誘
致
も
雇
用
の
創
出
と
税
収

確
保
の
観
点
か
ら
取
り
組
む
べ

き
重
要
な
行
政
課
題
で
あ
る
。

②
教
育
行
政
の
充
実
、
強
化
の

た
め
に
教
育
関
係
予
算
を
増
額

す
べ
き
で
は
。

③
全
国
統
一
学
力
テ
ス
ト
の
結

果
を
受
け
て
、
市
独
自
の
教
育

施
策
等
は
考
え
て
い
る
の
か
。

市
長

①
企
業
誘
致
が
雇
用
の

創
出
や
税
収
の
確
保
の
観
点
か

ら
重
要
な
こ
と
は
十
分
認
識
し

て
い
る
が
、
基
金
の
枯
渇
が
懸

念
さ
れ
る
現
状
で
は
、
新
た
に

大
き
な
借
り
入
れ
や
大
幅
な
支

出
を
要
す
る
事
業
へ
の
着
手

は
、
結
果
的
に
財
政
破
綻
の
引

き
金
に
な
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ

る
の
で
躊
躇
し
て
い
ま
す
。

②
私
も
教
育
の
充
実
強
化
は
、

生
徒
の
学
力
の
向
上
や
人
間
性

の
健
全
育
成
に
寄
与
し
、
引
い

て
は
本
市
の
将
来
を
担
う
人
材

の
育
成
や
地
域
の
発
展
に
寄
与

す
る
も
の
と
確
信
し
て
い
ま

す
。今

後
も
教
育
関
係
予
算
に
つ

い
て
は
、
重
点
項
目
の
ひ
と
つ

と
し
て
取
り
組
む
考
え
で
す
。

教
育
長

③
市
独
自
の
施
策
で

は
、
い
き
い
き
教
育
特
別
支
援

事
業
、
研
究
指
定
校
制
度
、
ゲ

ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
制
度
、
生

涯
学
習
、
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

制
度
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

推
進
事
業
、
適
応
指
導
教
室
、

学
習
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
、
読
書

活
動
へ
の
支
援
等
が
あ
り
ま

す
。
今
後
、
こ
れ
ら
を
充
実
し

て
児
童
生
徒
の
学
力
の
向
上
を

図
る
考
え
で
す
。

草
場
満
彦
議
員

中
間
市
立
病
院
は
十
月
か
ら

新
体
制
で
病
院
運
営
に
取
り
組

ま
れ
、
新
し
い
市
立
病
院
へ
の

改
革
に
邁
進
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
市
民
が

望
ん
で
い
る
眼
科
の
設
置
を
ひ

と
つ
の
項
目
と
し
て
入
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

市
長

中
間
市
立
病
院
で
は
、

内
科
、
外
科
、
整
形
外
科
、
泌

尿
器
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
、
消
化
器

科
、
循
環
器
科
の
診
療
を
行
っ

て
い
ま
す
。

眼
科
の
設
置
に
関
し
て
は
、

院
内
に
お
い
て
も
従
来
か
ら
検

討
す
べ
き
項
目
と
し
て
挙
が
っ

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
設
置
に

向
け
た
具
体
的
な
検
討
は
な
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

新
た
に
診
療
科
目
を
設
置
す

る
に
は
、
敷
地
確
保
や
設
備
投

資
、
医
師
、
看
護
師
の
人
材
確

保
な
ど
非
常
に
厳
し
い
問
題
が

あ
り
ま
す
。
特
に
医
師
の
確
保

に
つ
い
て
は
、
極
め
て
困
難
な

状
況
下
に
あ
り
、
眼
科
医
も
例

外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
条
件
面
が
整
い
眼
科

医
を
確
保
で
き
た
と
し
て
も
継

続
的
な
医
師
の
確
保
が
で
き
る

保
障
は
な
く
、
医
師
の
確
保
が

で
き
な
い
状
況
に
陥
れ
ば
、
診

療
科
目
の
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
現
場
に
混
乱
が
生
じ
る
事

態
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
医
局

制
度
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
現
状

で
は
、
現
在
の
診
療
科
目
を
維

持
す
る
だ
け
の
医
師
の
確
保
も

困
難
な
状
況
で
す
。

ま
た
、
診
療
科
目
の
増
設
に

よ
る
施
設
拡
充
は
、
病
院
経
営

に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
、
財

政
面
へ
の
危
険
性
も
は
ら
ん
で

い
る
の
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
眼

科
の
設
置
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
経
費
の
削
減
を
図
り

な
が
ら
医
療
の
質
の
向
上
に
努

め
、
経
営
改
善
を
優
先
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

植
本
種
實
議
員

今
年
六
月
に
小
学
校
給
食
検

討
委
員
会
に
対
し
、
小
学
校
給

食
の
一
部
民
間
委
託
に
つ
い
て

諮
問
し
、八
月
に
答
申
が
あ
り
、

そ
の
内
容
は
「
学
校
給
食
調
理

業
務
等
の
民
間
委
託
は
、
衛
生

面
や
安
全
性
等
を
十
分
配
慮

し
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
推
進

さ
れ
る
よ
う
に
」
と
の
こ
と
で

す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
見

解
を
伺
い
ま
す
。

教
育
長

答
申
の
主
な
内
容

は
、「
本
検
討
委
員
会
は
、
中

間
市
行
政
改
革
大
綱
の
趣
旨
を

踏
ま
え
、
今
回
の
学
校
給
食
調

理
業
務
等
の
民
間
委
託
は
、
一

部
反
対
意
見
も
あ
っ
た
が
、
市

と
委
託
業
者
と
の
連
携
を
密
に

す
る
な
ど
衛
生
面
や
安
全
性
等

を
十
分
考
慮
し
、
平
成
二
十
年

度
か
ら
推
進
す
る
よ
う
答
申
す

る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
答
申
内
容
に
つ
い
て

は
、
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
学

校
給
食
の
民
間
委
託
を
考
え
る

場
合
、
ま
ず
保
護
者
の
ご
理
解

が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
、
市
長
と
十
分
協
議
を

行
っ
て
、
一
定
の
整
理
を
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

１２月６日（木）
７日（金）の本会
議で１０名の議員
から市政について
一般質問があり、
要旨を掲載してい
ます。
なお、質問事項
は順不同です。

市政に
質問

井　上　久　雄　議員

佐々木　晴　一　議員

原　田　隆　博　議員

草　場　満　彦　議員

植　本　種　實　議員

中　尾　淳　子　議員

掛　田　るみ子　議員

中　家　多恵子　議員

宮　下　　　寛　議員

青　木　孝　子　議員

◆
平
成
二
十
年
度
の
予
算
編
成

に
つ
い
て

◆
市
立
病
院
へ
の
眼
科
の
設
置

に
つ
い
て

◆
小
学
校
給
食
の
民
間
委
託
に

つ
い
て
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井
上
久
雄
議
員

①
児
童
の
健
全
育
成
や
食
育
と

い
っ
た
面
で
も
行
政
と
し
て
重

要
な
責
任
を
負
う
問
題
と
捕
ら

え
て
い
る
。
市
独
自
の
責
任
と

し
て
行
っ
て
い
く
べ
き
で
は
。

夏
休
み
等
の
期
間
中
に
学
童

保
育
の
児
童
に
対
す
る
給
食
提

供
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
必

要
で
あ
れ
ば
市
長
が
決
断
し
実

行
さ
せ
る
べ
き
で
は
。

②
さ
ら
に
進
ん
だ
食
育
に
つ
い

て
検
討
が
必
要
な
時
期
に
き
て

い
る
。
市
は
施
策
と
し
て
地
産

地
消
を
謳
っ
て
お
り
、
こ
れ
と

絡
め
れ
ば
可
能
で
は
。

市
長

①
行
財
政
集
中
改
革
プ

ラ
ン
に
お
い
て
、
小
学
校
の
給

食
調
理
業
務
を
計
画
期
間
中
に

一
校
を
民
間
委
託
す
る
方
向
で

検
討
を
進
め
る
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
本
年
度
、
有
識
者

を
交
え
た
検
討
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、
民
営
化
を
進
め
る
方
向

の
答
申
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
私
自
身
十
分
に

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
校
給
食

の
民
間
委
託
を
考
え
る
場
合
の

前
提
と
し
て
、
ま
ず
保
護
者
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
が
大
切
で

す
。
そ
し
て
食
の
安
全
が
確
保

さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
や
費

用
対
効
果
の
問
題
等
に
つ
い

て
、
今
後
、
教
育
委
員
会
と
十

分
な
協
議
を
進
め
な
が
ら
、
一

定
の
整
理
を
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

学
童
保
育
の
給
食
提
供
に
つ

い
て
は
、
教
育
委
員
会
と
協
議

し
た
経
緯
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
問

題
点
や
課
題
が
あ
り
、
給
食
の

実
施
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

再
度
食
育
と
い
う
観
点
も
含

め
、
教
育
委
員
会
と
十
分
協
議

を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

②
地
産
地
消
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
四
年
度
か
ら
小
規
模
で
す

が
、
や
っ
ち
ゃ
れ
市
場
が
底
井

野
小
学
校
に
対
し
て
食
材
の
供

給
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、本
年
度
に
お
い
て
も
、

底
井
野
小
、
中
間
小
、
北
小
学

校
と
食
材
納
入
契
約
を
結
び
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
玉
ね
ぎ
を
中
心

に
供
給
し
て
い
ま
す
。

青
木
孝
子
議
員

①
行
財
政
改
革
の
中
で
提
案
さ

れ
て
い
る
学
校
給
食
の
民
間
委

託
は
、
学
校
給
食
法
の
掲
げ
る

目
的
と
教
育
目
標
を
損
ね
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

②
給
食
の
調
理
業
務
を
民
間
委

託
す
る
と
、
栄
養
士
は
直
接
、

調
理
員
を
指
導
す
る
の
で
は
な

く
、
指
示
書
で
指
示
す
る
に
と

ど
ま
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
業

務
体
制
で
、
安
全
で
お
い
し
い

給
食
を
提
供
で
き
ま
す
か
。

ア
レ
ル
ギ
ー
児
の
除
去
食
の

対
応
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

教
育
長

①
給
食
が
安
全
に
、

お
い
し
く
毎
日
提
供
さ
れ
る
こ

と
は
、
学
校
給
食
の
目
的
が
達

成
さ
れ
る
た
め
の
必
要
不
可
欠

な
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

民
営
化
に
つ
い
て
は
、
行
財

政
改
革
集
中
プ
ラ
ン
に
お
い

て
、
平
成
二
十
年
度
に
一
校
の

小
学
校
給
食
調
理
業
務
を
民
間

委
託
す
る
と
い
う
方
針
が
出
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
再
度
、
民

間
の
有
識
者
を
含
め
た
各
関
係

機
関
か
ら
の
意
見
を
聞
く
た

め
、
小
学
校
給
食
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、
実
際
に
民
営
化
を

実
施
し
て
い
る
小
学
校
を
実
地

調
査
す
る
な
ど
議
論
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
調
理
業
務
等
の

民
営
化
を
進
め
て
い
く
と
い
う

答
申
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
答
申
を
尊
重
す
る
と

と
も
に
、
十
分
協
議
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

②
民
間
の
調
理
従
事
者
は
、
教

育
委
員
会
に
よ
る
献
立
委
員
会

を
通
し
て
作
成
し
た
、献
立
表
、

調
理
業
務
指
示
書
等
に
基
づ
き

調
理
を
進
め
ま
す
。

一
方
、
民
間
の
調
理
従
事
者

に
は
総
括
責
任
者
を
置
く
よ

う
、
契
約
に
お
い
て
指
定
す
る

の
で
、
学
校
栄
養
職
員
が
指
示

書
に
従
っ
た
調
理
や
衛
生
管
理

が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
総

括
責
任
者
に
口
頭
で
指
示
で
き

ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
児
の
除
去
食
の

対
応
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

は
、
現
在
学
校
給
食
で
行
っ
て

い
る
除
去
食
の
対
応
と
同
じ
よ

う
に
対
応
し
ま
す
。

掛
田
る
み
子
議
員

発
達
障
害
は
早
期
療
育
が
重

要
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
早
期

発
見
の
た
め
「
五
歳
児
健
診
」

の
実
施
が
望
ま
れ
ま
す
。

発
達
障
害
児
の
た
め
の
特
別

支
援
教
育
支
援
員
の
配
置
の
状

況
と
今
後
の
展
開
に
つ
い
て

市
長

本
市
で
は
乳
幼
児
期
の

健
診
と
し
て
、
四
カ
月
、
七
カ

月
、
一
歳
六
カ
月
、
三
歳
児
に

健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
発
達
面
に
気
が
か
り

の
あ
る
子
ど
も
を
早
期
に
発
見

し
、
必
要
な
支
援
・
相
談
を
行

う
た
め
に
、
一
歳
六
カ
月
児
健

診
及
び
三
歳
児
健
診
に
は
臨
床

心
理
士
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

五
歳
児
健
診
に
つ
い
て
は
、

子
ど
も
に
関
す
る
施
策
担
当
課

全
て
が
今
後
一
層
の
連
携
を
密

に
推
進
し
、
現
状
の
事
業
の
充

実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
補
完
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

教
育
長

本
市
で
は
、
今
年
十

月
か
ら
小
学
校
二
校
に
特
別
支

援
教
育
支
援
員
を
配
置
し
て
い

ま
す
。
配
置
後
わ
ず
か
二
カ
月

で
す
が
、
大
き
な
教
育
効
果
が

上
が
っ
て
い
る
と
い
う
報
告
を

受
け
て
い
ま
す
。

来
年
度
か
ら
小
中
学
校
全
校

に
配
置
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
財
政
的
な
こ
と
が
あ
る

の
で
十
分
に
協
議
の
う
え
進
め

て
い
く
考
え
で
す
。

◆
学
校
給
食
の
あ
り
方
に
つ
い
て

◆
学
校
給
食
に
つ
い
て

◆
発
達
障
害
児
の
支
援
に
つ
い
て
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佐
々
木
晴
一
議
員

①
高
校
生
の
中
退
の
増
加
は
、

最
近
顕
著
で
あ
る
。

主
な
原
因
と
し
て
基
礎
学
力
が

つ
い
て
い
な
い
た
め
に
、
高
校

の
授
業
に
つ
い
て
い
け
ず
留

年
、
登
校
拒
否
か
ら
中
退
へ
と

流
れ
て
い
く
ケ
ー
ス
が
考
え
ら

れ
る
。

中
学
生
の
学
力
の
向
上
が
急

務
で
あ
る
と
考
え
る
が
。

②
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
か
ま
の
メ

ン
バ
ー
に
採
用
さ
れ
る
に
は
、

市
が
実
施
す
る
英
会
話
の
テ
ス

ト
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
英
会
話
能
力
は
、

通
常
の
授
業
で
は
養
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。

教
育
長

①
中
間
市
の
中
学
生

の
学
力
の
現
状
は
、
年
度
当
初

行
っ
た
学
力
実
態
、
ま
た
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
も
、

学
校
に
よ
っ
て
多
少
違
い
ま
す

が
、
中
位
層
の
生
徒
が
多
く
、

上
位
層
の
生
徒
が
少
な
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。

各
学
校
に
は
調
査
結
果
の
分

析
と
課
題
解
決
の
た
め
の
取
り

組
み
を
、
教
育
委
員
会
に
報
告

す
る
よ
う
に
通
知
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
あ
る
中
学
校
で

は
、
読
む
力
、
書
く
力
を
高
め

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
や

資
料
を
読
む
機
会
や
、
自
分
の

意
見
を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す

る
機
会
を
捉
え
、
よ
り
充
実
す

る
よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す
。

低
位
層
の
生
徒
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
中
・
上
位
層
の
生
徒

の
成
績
を
伸
ば
す
た
め
、
学
習

内
容
の
習
熟
に
応
じ
た
発
展
的

学
習
を
計
画
的
に
取
り
入
れ
た

授
業
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
生
徒
の
学
力
向
上
を

推
進
す
る
よ
う
鋭
意
取
り
組
む

考
え
で
す
。

②
試
験
問
題
は
日
常
の
授
業
の

内
容
が
中
心
で
、
合
否
の
判
断

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
及
び
課
題
解
決
能
力
等
、
総

合
力
で
判
断
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
参
加
し
た
生
徒
で
英

会
話
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
る

生
徒
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。

ど
の
生
徒
も
英
会
話
能
力

は
、
通
常
の
授
業
と
本
人
の
学

ぶ
意
欲
や
努
力
で
養
わ
れ
た
も

の
で
す
。

掛
田
る
み
子
議
員

寄
附
条
例
で
、
目
的
基
金
を

創
設
し
、
財
源
の
確
保
を
し
て

い
る
自
治
体
が
増
え
て
い
ま

す
。
市
制
五
十
周
年
事
業
と
し

て
、
ふ
る
さ
と
子
育
て
基
金
を

創
設
し
、
子
ど
も
た
ち
の
健
全

育
成
の
た
め
に
活
用
し
て
は
。

市
長

基
金
の
設
置
は
可
能
と

判
断
し
ま
す
が
、
本
市
の
厳
し

い
財
政
事
情
か
ら
、
毎
年
多
額

の
基
金
を
取
り
崩
し
て
い
る
現

状
で
、
原
資
と
し
て
一
般
財
源

の
繰
り
出
し
は
困
難
で
あ
り
、

基
金
の
原
資
は
寄
附
金
の
み
に

頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
の
状
況
か
ら
基
金
の
種

類
、
基
金
の
規
模
、
基
金
の
充

当
事
業
な
ど
費
用
対
効
果
や
他

の
基
金
と
の
整
合
性
、
財
政
運

営
上
の
問
題
点
な
ど
を
十
分
に

検
討
し
て
判
断
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

中
家
多
恵
子
議
員

経
常
収
支
比
率
が
県
内
で
五

番
目
に
高
い
状
態
で
す
。
財
政

状
況
そ
の
他
を
全
職
員
に
自
ら

訴
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

信
頼
さ
れ
る
市
政
の
確
立
の

た
め
に
は
、
ま
ず
、
法
的
根
拠

の
な
い
地
域
手
当
が
支
給
さ
れ

て
い
る
が
、
市
民
の
理
解
は
得

ら
れ
ま
せ
ん
。

市
長

経
常
収
支
比
率
の
上
昇

は
、
市
財
政
の
破
綻
に
は
直
ち

に
結
び
つ
き
ま
せ
ん
が
、
臨
時

の
需
要
に
対
応
す
る
こ
と
や
新

た
な
投
資
に
制
限
を
受
け
る
の

で
、
で
き
る
だ
け
抑
制
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
市
で
で

き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
全
力

で
取
り
組
み
比
率
の
抑
制
や
改

善
に
努
力
す
る
考
え
で
す
。

職
員
に
は
、
機
会
を
捉
え
て

説
明
を
行
な
い
、
財
政
の
危
機

的
状
況
を
訴
え
改
善
の
努
力
を

指
示
し
て
い
ま
す
。

宮
下
寛
議
員

全
国
の
自
治
体
で
、
高
齢
化

が
進
む
な
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
へ
の
要
望
が
強
ま
っ
て
い

る
。
国
や
県
な
ど
も
特
別
交
付

金
制
度
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
支

援
措
置
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
制
度
を
活
用
し
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行
を
実
現

す
べ
き
で
は
。

市
長

地
方
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
が

本
年
十
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
法
律
は
、
地
域
公
共
交

通
の
活
性
化
・
再
生
を
通
じ
た

魅
力
あ
る
地
方
を
創
出
す
る
た

め
、
市
町
村
を
中
心
と
し
た
地

域
関
係
者
の
連
携
に
よ
る
取
り

組
み
を
国
が
総
合
的
に
支
援
す

る
も
の
で
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に

適
し
た
新
た
な
形
態
の
旅
客
運

送
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
・
円
滑
化

を
図
る
た
め
の
支
援
制
度
が
創

設
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
行
財
政
改
革
に

取
り
組
ん
で
い
る
最
中
で
あ

り
、
現
時
点
に
お
い
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
を
運
行
す
る
こ
と

は
、
財
政
状
況
を
更
に
圧
迫
す

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
法
律
に
よ
る
支
援
制
度
の

活
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
財

政
状
況
を
見
な
が
ら
慎
重
に
判

断
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

運
行
に
伴
う
赤
字
を
補
て
ん
す

る
よ
う
な
特
別
交
付
税
は
あ
り

ま
せ
ん
。

◆
中
間
市
ふ
る
さ
と
子
育
て
基
金

（
仮
称
）
の
創
設
に
つ
い
て

◆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行

に
つ
い
て

◆
健
全
な
財
政
の
確
立
の
た
め
の

経
常
経
費
の
削
減
に
つ
い
て

◆
中
間
市
の
中
学
生
の
学
力
の

現
状
と
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
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中
家
多
恵
子
議
員

こ
れ
か
ら
の
街
づ
く
り
は
、

「
住
民
と
の
協
働
」「
住
民
参
加
」

が
必
ず
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

市
政
は
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
情
報
公
開
、
説
明
責
任
に
つ

い
て

②
政
治
倫
理
条
例
の
改
正
に
つ

い
て

③
法
令
遵
守
に
つ
い
て

市
長

①
情
報
公
開
で
き
る
も

の
の
調
査
を
行
い
、
情
報
公
開

室
等
に
て
閲
覧
で
き
る
も
の
で

あ
る
か
否
か
を
精
査
し
、
市
民

の
方
が
容
易
に
市
の
保
有
す
る

情
報
を
取
得
で
き
る
体
制
を
整

え
る
と
と
も
に
、
審
議
会
等
の

開
催
状
況
等
も
広
報
紙
や
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
利
用
し
て

広
く
市
民
の
方
に
お
知
ら
せ
で

き
る
よ
う
努
め
ま
す
。

②
政
治
倫
理
条
例
は
、
行
政
の

透
明
性
と
住
民
に
よ
る
監
視
機

能
を
保
障
す
る
も
の
で
、
市
民

協
働
を
行
っ
て
い
く
上
で
は
、

重
要
な
条
例
で
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
今
後
、
改
正
に
向
け

て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

③
今
回
、
本
市
幹
部
職
員
に
よ

る
公
務
員
と
し
て
の
倫
理
を
著

し
く
逸
脱
す
る
事
案
が
発
生

し
、
十
一
月
二
十
八
日
付
で
懲

戒
処
分
を
行
な
い
ま
し
た
。

不
祥
事
が
発
生
し
た
こ
と

は
、
極
め
て
遺
憾
に
感
じ
て
お

り
、
改
め
て
心
か
ら
お
詫
び
を

申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
は
、
一
人
ひ
と
り
が
公

務
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を

再
認
識
し
、
自
己
管
理
の
徹
底

を
図
る
よ
う
研
修
な
ど
を
通
じ

て
綱
紀
粛
正
を
徹
底
し
、
再
発

防
止
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

青
木
孝
子
議
員

社
会
保
険
庁
改
革
関
連
法
に

よ
り
国
民
年
金
保
険
料
滞
納
者

は
罰
則
と
し
て
国
民
健
康
保
険

証
を
短
期
保
険
証
に
替
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
国
保

加
入
者
は
低
所
得
者
が
多
く
、

国
民
健
康
保
険
証
の
取
り
上
げ

は
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
。

市
長

国
民
健
康
保
険
の
短
期

証
を
活
用
し
、
国
民
年
金
の
収

納
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
方

法
は
、
ま
ず
医
療
保
険
制
度
と

国
民
年
金
制
度
は
異
な
っ
た
制

度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
民
に

対
し
て
理
解
が
得
ら
れ
る
か
、

ま
た
、
現
国
保
税
の
収
納
率
に

少
な
か
ら
ず
影
響
が
で
て
く
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
と
危
惧

し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
国
民
年
金
未

納
者
に
短
期
証
を
交
付
す
る
こ

と
は
、
現
段
階
で
は
、
消
極
的

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

掛
田
る
み
子
議
員

自
己
中
心
的
で
理
不
尽
な
要

求
を
繰
り
返
す
、
モ
ン
ス
タ
ー

ペ
ア
レ
ン
ト
と
い
わ
れ
る
保
護

者
へ
の
対
応
で
体
調
を
崩
す
教

員
が
多
く
社
会
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
本
市
の
状
況
に
つ

い
てま

た
、
対
応
策
と
し
て
、
第

三
者
機
関
の
設
置
を
す
る
べ
き

と
考
え
ま
す
。

教
育
長

本
市
に
も
各
学
校
で

対
応
に
苦
慮
す
る
保
護
者
が
い

る
の
は
事
実
で
、
実
際
に
こ
れ

ら
の
保
護
者
の
対
応
に
あ
た
っ

た
教
員
が
体
調
を
崩
し
、
病
気

休
暇
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
鑑
み
、
平

成
二
十
年
一
月
か
ら
第
三
者
機

関
で
あ
る
、
学
校
教
育
に
関
す

る
相
談
・
支
援
室
を
設
置
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

原
田
隆
博
議
員

①
国
の
基
本
計
画
に
基
づ
き
、

市
は
地
域
の
実
情
に
即
し
た
計

画
を
た
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
ど
の
よ
う
な
計
画
で
体

育
行
政
を
実
施
す
る
の
か
。

②
体
育
指
導
員
の
活
動
内
容
に

つ
い
て

③
市
の
体
育
行
事
は
、
体
育
協

会
が
体
育
事
業
を
一
括
受
託

し
、
市
は
ス
ポ
ー
ツ
行
政
の
企

画
、立
案
に
専
念
す
べ
き
で
は
。

教
育
長

①
本
年
度
の
事
業
計

画
と
し
て
は
、「
余
暇
の
充
実

と
体
力
づ
く
り
を
目
指
し
、
ス

ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
参
加
を
促
進

す
る
こ
と
」
や
「
ス
ポ
ー
ツ
団

体
の
指
導
者
の
育
成
強
化
及
び

各
種
大
会
、
講
演
会
、
ス
ポ
ー

ツ
教
室
等
の
開
催
を
す
る
こ

と
」
な
ど
五
項
目
の
目
標
を
定

め
て
お
り
、
幼
児
か
ら
高
齢
者

ま
で
気
軽
に
参
加
で
き
る
新
し

い
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
、
振
興
に

努
め
て
い
ま
す
。

②
実
技
の
指
導
や
ス
ポ
ー
ツ
団

体
等
の
行
う
事
業
に
協
力
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

③
市
の
体
育
事
業
、
年
間
十
五

種
目
の
う
ち
、
十
二
種
目
の
ス

ポ
ー
ツ
大
会
を
体
育
協
会
へ
委

託
し
て
い
ま
す
。
競
技
に
よ
っ

て
は
、
大
会
運
営
を
で
き
る
指

導
者
が
少
な
く
三
種
目
の
み
市

で
行
っ
て
い
ま
す
。

宮
下
寛
議
員

中
小
事
業
者
及
び
個
人
経
営

者
に
お
い
て
、
業
者
登
録
の
際

の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
、

「
提
出
す
る
書
類
が
多
す
ぎ
る
」

「
書
類
を
そ
ろ
え
る
の
が
大
変
」

と
い
っ
た
声
を
聞
く
が
改
善
の

余
地
は
な
い
の
か
。

市
長

各
種
書
類
に
つ
い
て

は
、
金
額
や
数
量
の
大
小
に
か

か
わ
ら
ず
、
発
注
者
が
求
め
る

仕
様
書
に
定
め
ら
れ
た
物
品
を

納
入
で
き
る
契
約
の
相
手
方
と

し
て
適
切
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
う
え
で
必
要
最
低
限
の
も
の

の
提
出
を
求
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
提
出
書
類

の
中
に
は
、
公
的
機
関
の
証
明

と
申
請
者
が
作
成
す
る
も
の
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
簡
略
化
で
き

る
部
分
や
箇
所
の
有
無
に
つ
い

て
、
今
後
内
容
を
精
査
し
検
証

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

◆
信
頼
さ
れ
る
市
政
の
確
立
に

つ
い
て

◆
学
校
問
題
解
決
支
援
チ
ー
ム

（
仮
称
）
の
設
置
に
つ
い
て

◆
国
民
健
康
保
険
証
に
つ
い
て

◆
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
つ
い
て

◆
業
者
登
録
の
際
の
事
務
手
続
き

の
簡
素
化
に
つ
い
て



宮
下
寛
議
員

先
の
議
会
で
国
が
地
方
公
共

団
体
に
対
し
て
、「
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
入
札
及
び
契
約

の
適
正
化
に
つ
い
て
」
を
通
知

し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
市
も

国
、
県
の
指
導
や
支
援
の
も
と

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考

え
、
情
報
や
資
料
の
収
集
に
着

手
し
て
い
る
と
答
弁
さ
れ
て
い

る
が
、
進
捗
状
況
と
制
度
改
革

の
た
め
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

市
長

一
般
競
争
入
札
の
実
施

に
向
け
て
、
契
約
課
内
に
お
い

て
一
般
競
争
入
札
実
施
要
綱
案

の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
本
年
度
内
に
関
係

各
課
と
調
整
を
行
っ
た
う
え

で
、
一
定
規
模
の
工
事
に
つ
い

て
は
、
一
般
競
争
入
札
の
試
行

を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

植
本
種
實
議
員

平
成
十
六
年
二
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
に
よ
る
介
護
報
酬
の
不
正

受
給
が
発
覚
し
ま
し
た
。
被
害

総
額
は
約
一
億
四
千
万
円
で
、

そ
の
う
ち
、
中
間
市
の
被
害
は

千
三
百
万
円
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
六
月
議

会
で
質
問
し
た
と
こ
ろ
、「
中

間
市
と
し
て
は
、
六
保
険
者
で

十
分
協
議
を
重
ね
対
応
を
図
っ

て
い
く
」
と
の
市
長
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
対
応

を
さ
れ
ま
し
た
か
。

市
長

こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
事
件
発
覚
の
当
初
よ
り
六

保
険
者
全
体
の
問
題
と
し
て
、

足
並
み
を
揃
え
、
協
同
で
解
決

に
当
た
る
こ
と
を
保
険
者
相
互

間
で
確
認
し
て
お
り
、
こ
の
こ

と
は
現
在
で
も
同
じ
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
本
市
だ
け
が

単
独
で
訴
訟
等
を
提
起
す
る
こ

と
は
、
行
政
間
の
信
頼
を
損
な

う
も
の
で
あ
り
、
債
権
額
の
違

い
は
あ
っ
て
も
平
等
に
債
権
の

補
償
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

本
市
の「
訴
訟
も
辞
さ
な
い
」

と
い
う
基
本
姿
勢
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
各
保
険
者
に

お
い
て
は
、
費
用
対
効
果
の
問

題
や
返
還
額
の
多
寡
も
あ
り
、

歩
調
を
合
わ
せ
る
の
に
時
間
を

要
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
六
保
険
者

に
よ
る
協
議
を
重
ね
、
す
べ
て

の
保
険
者
の
合
意
を
得
な
が

ら
、
こ
の
問
題
に
対
処
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

中
家
多
恵
子
議
員

今
日
で
は
庁
舎
内
全
面
禁
煙

が
当
た
り
前
の
状
況
の
な
か
、

中
間
市
市
庁
舎
に
は
今
な
お
十

カ
所
あ
ま
り
の
喫
煙
場
所
が
あ

り
、
吸
わ
な
い
人
た
ち
へ
の
さ

ま
ざ
ま
な
配
慮
が
な
い
。

市
長

分
煙
は
当
然
で
す
が
、

喫
煙
所
の
設
置
や
喫
煙
マ
ナ
ー

の
確
立
な
ど
喫
煙
対
策
に
つ
い

て
も
、
衛
生
委
員
会
等
関
係
機

関
と
協
議
を
行
い
、
よ
り
効
率

的
な
方
法
等
を
模
索
し
、
吸
わ

な
い
人
の
権
利
を
最
大
限
保
護

す
る
と
と
も
に
、
喫
煙
す
る
人

の
意
見
も
視
野
に
い
れ
て
検
討

す
る
考
え
で
す
。

中
尾
淳
子
議
員

中
学
生
時
代
は
、
身
体
的
、

精
神
的
に
最
も
重
要
な
成
長
期

で
す
。
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
温
か
い
給
食
を
提
供
す
る
こ

と
は
、
大
変
に
重
要
な
こ
と
で

あ
り
、
最
優
先
に
し
て
取
り
組

む
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

市
の
財
政
が
大
変
厳
し
い
こ

と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
多

く
の
お
母
さ
ん
の
要
望
で
も
あ

る
中
学
校
で
の
学
校
給
食
導
入

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

市
長

全
国
的
な
傾
向
と
し
て

は
、
中
学
校
で
の
完
全
給
食
は

徐
々
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
弁
当

だ
け
で
は
、
成
長
期
に
必
要
な

栄
養
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
や
、

朝
食
欠
食
や
過
度
の
痩
身
傾
向

の
問
題
か
ら
来
る
生
徒
の
体
力

の
低
下
や
学
力
へ
の
影
響
、
ま

た
、
保
護
者
か
ら
の
要
望
が
あ

り
ま
す
。

現
在
、
小
学
校
給
食
の
民
営

化
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、こ
の
問
題
の
整
理
を
し
て
、

中
学
校
給
食
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

教
育
長

学
校
給
食
は
、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を

提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康

の
増
進
、
体
位
の
向
上
を
図
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
正

し
い
食
事
の
あ
り
方
や
望
ま
し

い
食
習
慣
を
身
に
つ
け
、
好
ま

し
い
人
間
関
係
を
育
て
る
と
と

も
に
、
協
調
性
、
社
会
性
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

な
ど
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
も

の
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

中
学
校
給
食
の
意
義
に
つ
い

て
は
十
分
理
解
し
て
お
り
望
ま

し
い
と
考
え
ま
す
が
、
現
在
、

小
学
校
給
食
の
民
営
化
を
検
討

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問

題
の
整
理
を
し
て
、
中
学
校
給

食
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

平成20年2月25日 市議会だより な　か　ま （８）

◆
市
役
所
庁
舎
内
の
全
面
禁
煙

に
つ
い
て

市市議議会会会会議議録録はは閲閲覧覧ががででききまますす！！
「市議会だより」は、本会議の質問や答弁を
要約して掲載していますので、詳しい内容は、
「市議会会議録」をご覧ください。
会議録は、市民図書館で閲覧することが

できます。また、中間市のホームページに、
平成１４年以降の会議録を掲載しています。

http://www.city.nakama.fukuoka.jp/

◆
入
札
制
度
の
改
善
に
つ
い
て

◆
介
護
保
険
報
酬
の
不
正
受
給

問
題
に
つ
い
て

◆
中
学
校
の
学
校
給
食
実
施
に

つ
い
て

市庁舎の喫煙室


